
入札執行者に関する規程 

昭和５２年１０月３１日   

宮城県警察本部訓令第１０号   

 入札執行者に関する規程を次のように定める。 

   入札執行者に関する規程 

 （入札執行者） 

第１条 教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則（昭和５１年宮城県規則

第６０号）の規定により警察本部及び警察署において執行する競争入札の入札執行者は

、次のとおりとする。 

 (1) 警察本部における入札執行者 

   総務部会計課長 

 (2) 警察署における入札執行者 

   警察署長 

 （入札執行者の職務の代理） 

第２条 入札執行者に事故あるときは、警察本部にあっては総務部会計課の管理官又は次

長が、警察署にあっては副署長又は次長がその職務を代理する。 

   附 則 

 この訓令は、昭和５２年１１月１日から施行する。 

   附 則（昭和５３年４月１１日本部訓令第６条） 

 この訓令は、公布の日から施行し、昭和５３年４月１日から適用する。 

   附 則（平成元年５月３０日本部訓令第８号） 
 この訓令は、公布の日から施行し、平成元年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１８年３月２４日本部訓令第６号） 

 この訓令は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則（令和３年３月２３日本部訓令第８号） 

 この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

 


